
○倉敷市高梁川流域圏内企業連携型商品開発事業補助金交付要綱 

平成２８年７月２２日 

告示第４８３号 

（目的） 

第１条 この要綱は，本市の中小企業者等と高梁川流域圏の中小企業者等が連携し，地域資源

を活用した新商品の開発を行う場合に必要とする経費の一部について予算の範囲内で補助金

を交付することにより，新たな事業展開等を応援し，もって，地域経済を支える中小企業者

等の競争力を高め，圏域全体の経済成長に寄与することを目的とする。 

２ 補助金の交付に関しては，倉敷市補助金等交付規則（昭和４３年倉敷市規則第３０号）に

定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「中小企業者」とは，中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）

第２条第１項に規定する中小企業者をいう。 

２ この要綱において「中小企業者の団体」とは，次の各号のいずれかに該当し，その構成員

の２分の１以上が中小企業者であるものをいう。 

（１） 事業協同組合 

（２） 商工組合 

（３） 企業組合又は協業組合 

（４） 地域産業の振興を図ることを目的に設立された法人又は任意団体であって，規約等

から市長が適当と認める団体 

３ この要綱において「中小企業者等」とは，中小企業者及び中小企業者の団体をいう。 

４ この要綱において「高梁川流域圏」とは，新見市，高梁市，総社市，早島町，矢掛町，井

原市，浅口市，里庄町及び笠岡市をいう。 

５ この要綱において「本市の中小企業者等」とは，次の各号のいずれかに該当する中小企業

者等をいう。 

（１） 本市内に住所及び事業所を有する個人 

（２） 本市内に主たる事業所を有する会社 

（３） 本市内に主たる事務所を有する中小企業者の団体 

６ この要綱において「高梁川流域圏の中小企業者等」とは，次の各号のいずれかに該当する



中小企業者等をいう。 

（１） 高梁川流域圏のいずれか一の市又は町内に住所及び事業所を有する個人 

（２） 高梁川流域圏内に主たる事業所を有する会社 

（３） 高梁川流域圏内に主たる事務所を有する中小企業者の団体 

（交付対象） 

第３条 補助金は，別表に規定する補助対象事業に必要な経費のうち，市長が必要かつ適当と

認めるものについて交付する。ただし，対象経費には，消費税，地方消費税，印紙税，登録

免許税，源泉所得税及び公証人手数料相当額を含まない。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者が実施する事業については，

補助金を交付しない。 

（１） 同一の事業に対して，本市，高梁川流域圏のいずれか一の市若しくは町又は他の団

体から別に補助金の交付を受ける者 

（２） 市税又は町税を滞納している者 

（３） 公序良俗に反する事業を行っている者 

（４） 前３号に掲げる者のほか，市長が不適当と認めるもの 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は，前条の規定及び別表の規定により算出して得た額とする。この場合に

おいて，補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。 

（補助の制限） 

第５条 補助事業の１会計年度における補助金の交付は，１中小企業者又は１中小企業者の団

体につき１回限りとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする本市の中小企業者等又は高梁川流域圏の中小企業者等

は，所定の交付申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。 

（補助事業の着手時期） 

第７条 補助事業の着手時期は，次条の規定による交付決定のあった日以後でなければならな

い。ただし，市長において補助事業の性格上又はやむを得ない理由があると認めるときは，

この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により補助金を受けようとする者は，前条の交付申請書に，所定の事



前着手理由書を添付しなければならない。 

（交付決定） 

第８条 市長は，第６条の交付申請書の提出があったときは，これを審査し，補助金の交付の

適否を決定し，所定の決定通知書により通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は，交付の決定の通

知を受けた日から起算して２０日以内に，当該交付申請を取り下げることができる。 

（補助事業の内容又は経費の変更） 

第１０条 補助事業者は，補助事業の内容又は対象経費の総額を変更しようとするときは，あ

らかじめ，所定の変更承認申請書を市長に提出し，その承認を受けなければならない。ただ

し，次の各号のいずれかに該当する場合は，この限りでない。 

（１） 市長において，補助事業の目的の達成に支障を来すことなく，かつ，事業の能率低

下をもたらさない軽微な内容変更であると認める場合 

（２） 対象経費の総額を２０パーセント以内で増減する場合 

２ 市長は，前項の承認を行うに当たっては，必要な条件を付することができる。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助事業者は，補助事業を中止し，又は廃止しようとするときは，あらかじめ，所

定の中止（廃止）承認申請書を市長に提出し，その承認を受けなければならない。 

（補助事業遅延等の報告） 

第１２条 補助事業者は，補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれると

き，又は補助事業の遂行が困難になったときは，速やかに所定の遅延等報告書を市長に提出

し，その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は，補助事業が完了したときは，その日から起算して３０日を経過した

日又は３月２０日（閉庁日の場合は，その日後において最も近い開庁日）のいずれか早い日

までに，所定の実績報告書を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第１４条 市長は，前条の実績報告書の提出があったときは，これを審査し，補助金の交付決

定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは，交付すべき補助金の額を確定し，



所定の確定通知書により通知するものとする。 

（補助金の支払） 

第１５条 市長は，前条の規定による補助金の額の確定後，補助金を支払うものとする。ただ

し，補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは，補助金の概算払又

は前金払をすることができる。 

（財産の処分及び管理） 

第１６条 補助事業者は，補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年を経過する日

以前に，補助金により取得し，又は効用が増加した財産を処分しようとするときは，あらか

じめ，所定の財産処分承認申請書を市長に提出し，その承認を受けなければならない。ただ

し，当該財産の取得価格又は効用の増加価格が５０万円未満のものは，この限りでない。 

２ 市長は，前項の承認をした補助事業者に対し，当該承認に係る財産を補助事業者が処分し

たことにより，当該補助事業者に収入があったときは，交付した補助金の全部又は一部に相

当する金額を返還させることができる。 

３ 補助事業者は，補助事業が完了した後も，補助金により取得し，又は効用が増加した財産

を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに補助金交付の目的に従ってその効果的運

用を図らなければならない。 

（実施結果の事業化） 

第１７条 補助事業者は，補助事業の実施結果の事業化に努めなければならない。 

（協力及び情報の公表） 

第１８条 補助事業者は，市長がその成果を調査し，公表し，又は普及を図るときは，これに

協力するものとする。 

２ 市長は，補助事業者の氏名又は名称並びに補助事業の取組内容及び成果について，補助事

業者の協力を得て，地域産業振興策の実例として公表することができる。 

（補助金の経理等） 

第１９条 補助事業者は，補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整

理し，かつ，これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存し

なければならない。 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 



附 則 

この要綱は，告示の日から施行する。 

附 則（平成２８年１１月３０日告示第７２４号） 

この要綱は，告示の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１４日告示第１５０号） 

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２３日告示第１６２号） 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年２月２８日告示第７９号） 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に改正前の倉敷市高梁川流域圏内企業連携型研究開発事業等補助

金交付要綱の規定により研究開発事業に係る補助金の交付を受けた者に係る財産の処分及

び管理その他の取扱いについては，なお従前の例による。 

 

別表 

補助対象事業 本市の中小企業者等及び高梁川流域圏の中小企業者等が連携して行う地域資

源を活用した新商品の開発 

対象事業者 本市の中小企業者等又は高梁川流域圏の中小企業者等 

補助率 ３分の２ 

限度額 ５０万円 

対象経費 原材料費，機械装置費，工具器具費，外注費，技術指導受入費，市場動向調

査費（謝金，旅費，委託費） 

備考 

１ この表において「地域資源」とは，次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

（１） 本市若しくは高梁川流域圏の特産品として認識されている，又は将来認識され

ることが期待される農林水産物又は鉱工業品 

（２） 前号に掲げる鉱工業品の生産に係る技術 



２ 市場動向調査費の対象経費の上限額は，全補助対象経費の３分の１以内とする。 

 


